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１ ．３  手引きの構成及び活用 

 本手引きは、都道府県や市町村の担当職員がため池を利用する農業者で構成され

た従来の管理組織に加えて、行政機関や地域住民等が参画するため池の適切な保全

管理体制の整備やそれをサポートする都道府県、市町村の支援体制の構築を行うた

めの基本的な進め方や留意点を取りまとめました。都道府県や市町村の担当職員の

方々が本手引きの内容を参考に、災害に強く多面的機能が維持・発揮できるため池

の保全管理体制の整備に取り組んでいくことが期待されています。 

 

 

  

＜ため池の保全管理を適切に行うために保全管理組織が備えるべき内容＞ 

①組織としての安定性 

・将来にわたり持続的な保全管理を行うことが可能な組織であること 

 （例）人員及び活動資金の確保、組織規約の作成 等 

 

②保全管理内容の明確化 

・持続的な保全管理を行うため、計画や規程に基づいた管理を行い、協定等により役割分担を

明確化すること 

 （例）保全管理計画の作成、ため池管理規程の作成、保全管理協定の締結 等 

 

③災害発生への対応 

・事前防災だけでなく、災害発生時の対応について準備しておくこと 

 （例）ため池管理規程や保全管理協定への必要事項の記述、ハザードマップの作成、情報連

絡体制の整備、避難計画の策定 等 
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  また、近年の農業者の高齢化や減少によりため池の管理が脆弱化しており、今

後のため池の保全管理について、地域の管理組織にのみ委ねるのではなく、関係機

関が緊密に連携・協力しつつ、ため池を守っていく体制づくりを進めていく必要が

あります。 

 

図２ 関係機関の活動・役割（案）  

①体制整備活動（管理組織の体制整備） 

 

・当該ため池の機能の評価 

・ワークショップ等による保全管理活動の検討 

保全管理組織で保全管理計画（案）の作成 

 

・試行的に保全管理活動を実施し、活動内容等の再検討を実施 

保全管理計画等の修正を行い、市町村と管理協定の締結 

 

・ため池の保全管理活動の実施へ 

 

②支援体制構築活動（都道府県、市町村の体制整備） 

 

・農地防災専門技術者の組織化と研修受講 

・専門技術者による支援活動 
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※１ 農工研 

・・・農研機構農村工学研究所のこと。災害対策基本法に基づく指定公共機関として全国の

農業・農村に関する技術を集約し、その開発・普及・指導の中核的役割を担う機関。 

※２ ため池保全協議会 

・・・都道府県、市町村等で構成される地域の意見を共有・取りまとめて、都道府県におけ

る保全管理体制の強化を推進する協議会。 

※３ 農地防災専門技術者チーム 

・・・保全管理組織へ技術的支援を行う専門技術者から成る組織。 

 

２ ．２  ため池の管理区分の検討（実施者：都道府県） 

 ため池は施設規模が様々であり、地域によっておかれている位置付け

も違います。都道府県の担当者がため池の保全管理体制の整備を推進す

る際には、規模等に応じた管理レベルを設定することで整備の目安がで

きます。次の「管理区分と整備の目安（素案）」を参考に、都道府県が

地域の実情に合わせて保全管理体制の推進の目安を整理してください。 

表１ 管理区分と整備の目安（素案） 

 

  

２ ．３  保全管理方針の策定（実施者：都道府県） 

 ため池は各地域で異なる条件下で整備されていましたが、今後、ため池の保全管

理を推進するに当たっては、都道府県が地域の実情を反映した保全管理の方向性や

関係機関の役割を示した方針(以下「保全管理方針」といいます。)を作成し、統一

的に体制の整備を進めていくことが重要です。保全管理方針には目的や基本的な考

え方など、市町村や管理組織が保全管理を行う上で遵守すべき基本的な事項を記載

管理区分 対象要件 対象箇所数

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

△ ○ ○ ○ △ ○ △ －

※３ ※４ ※３

△ △ ○ △ △ ○ △ －

※３ ※３ ※３ ※４ ※３

－ － ○ － △ ○ △ －

※２ ※１

○：書類の作成又は条件整備が必要　　△：下段の要件を満たす場合、書類の作成又は条件整備が必要

－：書類の作成等は管理組織の判断による

※１　整備工事を実施する場合

※２　多面的機能支払交付金に取り組む場合

※３　整備工事を実施する又はため池保全体制整備事業に取り組む場合

※４　多面的機能支払交付金又はため池保全体制整備事業に取り組む場合

ため池の管理区分 組織
規約

管理
規程

情報
連絡
体制

ハザード
マップ

保全
管理
計画

人員
確保

所有権
情報

その他
（　　）

Ｌ０ 受益面積0.5ha以上 約43,000箇所

警戒すべきため池
／百選ため池

約14,000箇所

Ｌ１ 受益面積２ha以上 約50,000箇所

Ｌ２

・堤高10ｍ以上
／貯水量10万トン以上
・地域防災計画等
地方公共団体が定めた
もの

約1,400箇所

Ｌ３
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します。なお、既に都道府県の方針が定められたものがある場合は、新たに作成す

る必要はありません。 

＜保全管理方針の内容（案）＞ 

   目的、ため池の区分、県の概況、対象となるため池、ため池保全協議会、農

地防災専門技術者チーム、関係者の役割、ため池に関する情報の整備、ため池

の管理、ため池の整備、防災・減災対策の推進、その他別に定める事項 

 

２ ．４  保全構想の策定（実施者：市町村） 

 保全管理組織にとって、市町村はため池の整備、管理において一番近い存在であ

り、地域の防災・減災対策を主導する立場でもあります。保全管理を推進するに当

たって、市町村は保全管理の方向性や関係機関の役割を示した構想を作成し、円滑

に体制の整備を推進していくことが必要です。保全構想では、保全管理組織が保全

管理を行う上で規範とすべき基本的な事項を記載します。なお、既に市町村の構想

が定められたものがある場合は、新たに作成する必要はありません。 

＜保全構想の内容（案）＞ 

   目的、ため池の区分、町の概況、対象となるため池、関係者の役割、ため池

に関する情報の整備、ため池の管理、ため池の整備、防災・減災対策の推進、

その他別に定める事項 

 

２ ．５  保全管理組織 

ため池は利水目的だけでなく、洪水調節や動植物の生息環境の保全など多面的機

能を有している一方で、これまでのように農業者のみで維持することは難しくなっ

てきました。このため、ため池という地域資源を再評価し、その役割・機能を維持・

持続的に発展させていく場合、ため池保全の中心的役割を果たす存在である従来の

管理組織に地域住民や多様な組織が参画するなどし、地域全体で継続的な活動を実

施できる組織とする必要があります。 

 

① 保全管理組織は、従来の管理組織に加え、地域住民代表（自治会）、行政、学識経験者、

ＮＰＯ、ＰＴＡ・児童会、技術者チーム、企業等から構成され、保全管理活動の中心的役

割を担う重要な組織です。 

 

② 保全管理組織では、様々な視点を持った立場の異なる者を構成員とすることでそれぞれ

の得意分野で能力を発揮し、多様な意見を取り入れたため池の保全管理を進めることがで

きます。 

 

③ 保全管理組織が強力なリーダーシップを発揮し、地域住民を先導していくことがため池

保全に当たって不可欠です。 
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図３ 保全管理組織のイメージ 

 保全体制づくりでは、ため池を利用する農業者と地域住民等を都道府

県や市町村が保全管理組織を組織し、ため池の保全管理の必要性を理解

してもらうために活動に先立ちリスク評価、施設財産調査、地域資源評

価からなるアセスメントを行い、ため池を再評価して保全管理計画を策

定し、関係機関が日頃から連携・協力して保全管理活動行う実践的な体

制を整備していきます。 

 
図４ 関係機関の活動・役割（案）（赤枠部分が保全管理組織への支援）

 
これまでの管理組織 

（集落の農業者のみ） 

地域住民 

・ため池の多面的機能の効果を享受す

る立場 

行政 

・意見の調整役としての立場 

・改修事業の実施主体としての立場 

学識経験者・ＮＰＯ 

・専門知識を有するアドバイザ

ーとしての立場 

技術者チーム 

・ため池の保全管理に必要な技

術的判断を指導する立場 

ＰＴＡ・児童会 

・ため池を学習の場やふれあ

いの場として活用する立場 

企業 

・地域貢献を果たす立場 消防組織 

・地域の災害に対応する立場 
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２ ．６  外部支援体制 

保全管理体制を整備し、強化していくた

めには管理組織だけに任せるのではなく、

地域全体で適切な保全管理が行われるよ

うな仕組みが必要となっています。この

ため、都道府県が市町村や保全管理組織

を支援する体制を構築していきます。また、地方公共団体が整える外部支援体制を

国においても技術面、財政面で支援していきます。 

 

図５ 関係機関の活動・役割（案）（赤枠部分が外部支援体制） 
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２ ．７  ため池保全協議会 

ため池の保全管理を進めていく上でため池が抱えている課題は多種多様であり、

地域によって異なることから課題解決に向けた技術・経験を共有することが有効で

す。このため、都道府県における保全管理体制の強化を推進するため池保全協議会

のような機関を設けて、地域の意見を共有・取りまとめて、地域のため池関係者が

連携・協力し、体制整備を推進していくことが重要です。構成員は以下が考えられ

ますが、外部有識者を含めて設立することも考えられます。ただし、その場合は地

方自治法第 202 条の３第１項で規定する都道府県や市町村で事業を実施する部局

の「附属機関」に該当する場合があり、協議会設置に関する議会承認及び報告等を

求められる可能性があることからこの取扱いについて、考え方を整理し適切に対応

する必要があります。 

 

＜ため池保全協議会の構成員（案）＞ 

   ○都道府県 

   ○市町村 

   ○土地改良事業連合会 

   ○土地改良区 

 

 
  

（参考）地方自治法 第202条の３ 第1項 

 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定

めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とす

る。 
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 都道府県及び市町村がため池の保全管理体制の整備の実施手順として、次のよう

な流れが考えられます。 

 

流れ 主な内容（ポイント） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ため池の管理組織等に保全管理体制整

備の趣旨を説明。 

・検討する地区のため池を「ため池デー

タベース」等既存の資料で把握。 

・アンケートによる地域住民の意識調査

を実施。 

・ため池の管理組織とため池周辺の関係

者を集め、今後のため池の将来像につい

て話し合いを行い、必要な保全管理活動

を検討。 

 

・事前ワークショップで決めたため池の

将来像に向け、継続的に必要となる基本

的な保全管理活動を自ら実践し、合意形

成及び意識醸成を図る。 

 

・公図、登記簿などにより所有権の現状

を確認し、管理組織との関係を整理。 

・地域の合意のもと、所有権の追跡調査

を実施。 

 

・ため池の現地調査を行い、危険箇所を

把握。 

・決壊時の被害想定範囲を把握。 

・併せてハザードマップを作成し、避難

場所の認識を共有することが望ましい。 

 

・ため池の持つ多面的機能をチェックシ

ートにより評価。 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 保全管理組織の体制整備 

事前ワークショップ 

保全管理活動 

施設財産調査 

リスク評価 

地域資源評価 

これらの

内容は同

時並行で

実施。 
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次ページへ 

前ページより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・リスク評価、地域資源評価の結果や地

域住民の意向を踏まえて、保全管理計画

（案）を作成。 

 

・保全管理計画（案）の内容を実践。実

践した結果、生じた課題の把握。 

 

 

・保全管理活動の実施により生じた課題

について、意見交換を行い、保全管理計

画の見直し。計画のほか、組織規約や管

理規程、保全管理協定（案）を併せて作

成。 

 

・保全管理組織と市町村との間で保全管

理協定を締結。 

 

 

図６ 保全管理組織の体制整備の手順（例）  

立案ワークショップ 

保全管理活動 

修正ワークショップ 

保全管理協定の締結 
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所有権の調査は、登記簿、公図等の記載情報から現在の管理組織との

関係を整理するところから始まります。追跡調査をどこまで実施するか

どうかは、地域の判断によりますが、前述した課題が今後生じてくるこ

とが懸念されますので、地域で十分話し合った上で所有権の追跡調査を

実施することが望ましいと考えます。 

 

図７ 所有権調査の流れ  
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くの災害

発見する

のため、

んでいる

すること

池のリス

検の中で

とする場

る点検・

や地震に

り、今後の

ください

り、ため池

す。 

らのリス

判定表を

全管理組

えられま

イント 
池の抱える

とが重要。

表を用いた

県や専門技

表、決壊に

管理組織内

保全管

施設財

リスク

地域資

価 

理が行き届

人が誤っ

ます。対

る住民に

や事故が

ためには

これらに

のか、ど

が必要で

クを把握

の危険の

合があり

診断の支

よる被災

のハード

。また、

池が決壊

ク評価は

用いてた

組織が都道

す。 

るリスクを

 

た評価は市

技術者の協

による被害

内で共有す

理活動 

財産調査 

ク評価 

資源評価 

届いてい

って転落

対応策と

に周知す

が発生し

は、適正な

について、

どのような

です。 

握する上で

の発見です

りますので

支援や講習

災の可能

整備に向

農村工学

壊した場合

は保全管理

ため池の

道府県や

を保全管理

市町村で実

力を受けて

害想定や現

ることが重

立案ワーク

ショップ

18 

いるため池

したりす

して防護

るなどの

ているの

な管理や

、関係住

な対策を

で最も重

す。なお

で、専門

習会への

能性の評価

向けた詳

学研究所

合の浸水

理組織の

リスクを

や専門技術

理組織が理

実施し、決

て実施。

現地調査を

重要。 

ク 保

池でも想

するなど、

護柵の設置

の対応が講

のが現状で

関係住民

住民で話し

を講じる必

重要なのは

お、危険の

門的な知見

の参加など

価につい

細調査を

が簡易氾

被害想定

のみで行う

を評価し、

術者の協

理解した上

決壊による被

を通じて、

保全管理 

活動 

想定外の大

ため池の

置や、ハザ

講じられ

です。この

民への情報

し合い、

必要があ

は、保全管

の発見には

見につい

どが考え

いては国が

を行う時の

氾濫解析

定範囲を確

うことは

、簡易氾濫

協力を受け

で保全管理

被害想定や

ため池の抱

修正ワ

ショッ

大雨が降

の周辺は

ザードマ

れています

のような

報共有が

どのよう

るか確認

管理組織

は専門的

ては、専

えられます

が判定表

の参考と

システム

確認する

は困難なた

濫解析や

けて実施

理活動に取

や現地調査

抱えるリス

ワーク 

ップ 

降って決

は多くの

マップを

すが、全

な危険を

が重要で

うなリス

認・対策

織による

的な知識

専門技術

す。 

表を作成

として利

ムを公開

ることが

ため、市

や現地調

施するこ

取り組

査は都

スクを

保全管理

協定 

の締結



 

ハザ

班

【ハザー

～石川県

 

 

 

 

 

 

ザードマッ

防災訓練の

班長による

ードマップ

県志賀町笹

プの作成 

の実施 

点呼 

プを活用した

波地区の事

 

図８ リ

た防災訓練

事例～ 
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リスク評価

練の事例】

価の流れ 

】 

 



事

 

３ ．５  

 

多面的機

面的機能

重要です

で気づか

なお、多

低水管理

 

☝ポイ
・ため池

の役割

・多面的

・多面的

低水管

農業用

事前ワーク 

ショップ 

地域資源

機能は意識

能を確認す

す。多面的機

かなかった

多面的機能

理など今後

イント 
池の多面的

割を認識。

的機能チェ

的機能の評

管理などの

用水として

保全管

施設財

リスク

地域資

源評価 

識しないと

るためにチ

機能を確認

ため池の価

能の評価は

後保全管理組

 

的機能を評

。 

ェックシー

評価は、池

の管理者が

て利用する

管理活動 

財産調査 

ク評価 

資源評価 

とその価値

チェックシ

認する際に

価値に気づ

は、池の利活

組織が実施

図９ 地

評価するこ

ートを利用

池の利活用

が今後実施

ることを妨

立案ワーク

ショップ
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値を感じる

シートを活

には有識者

づくことが

活用や環境

施すること

地域資源評価

ことで、保

用し、ため

用や環境な

施すること

妨げない範

ク 

プ 

保

ることが難

活用し、そ

者の専門的

ができます

境などの目

とで発揮す

価の流れ 

保全管理組織

め池の機能

などの目に

とで発揮す

範囲で行う

保全管理 

活動 

難しいもの

の資源を

的な知見を

す。 

目に見える

する機能も

織が地域に

能を評価。 

に見えるもの

する機能も

。）。 

修正ワ

ショ

のです。ため

明確にする

をもらうと

るものだけ

も評価しま

におけるた

のだけでな

評価（た

ワーク 

ップ 

め池の多

ることが

、これま

けでなく、

ます。 

ため池

なく、

だし、

保全管理

協定 

の締結

 

理 
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写真８ 漁業者と池干しを実施 

（兵庫県） 

写真11 絶滅危惧種の観察学習の実施 

（富山県） 

写真10 多面的機能について説明会を開催 

（愛媛県） 

写真９ クリーン作戦の実施 

（静岡県） 

 また、多面的機能を発揮している事例をアンケート調査した結果、次のような活

動事例があります。多面的機能の確認をする際の参考としてください。 

表２ 多面的機能チェックシートの項目と活動事例 

 
 

 

  



事

 

３ ．６  

 

これま

して目指

計画の

役割・動

急時との

が明らか

作成の

会を開催

に保全管

場合に備

 

☝ポイ
・地域の

域の歴

ことに

を活用

事前ワーク 

ショップ 

立案ワー

まで実施し

指すべきた

の策定に活

きをするべ

の対応を分

かとなって

の際には、

催してアド

管理計画（案

備え、地域

イント 
の高齢者、

歴史や実情

に対して豊

用すること

保全管

施設財

リスク

地域資

クショップ

てきた評価

め池の将来

活動項目に対

べきかよ

分けて考え

きます。 

ワークショ

バイスを

案）に反映

域の有識者

 

小学校の

情に詳しく

豊富な知識

がより効

管理活動 

財産調査 

ク評価 

資源評価 

プ（アセス

価を踏まえ

来像を達成

対して、保

く検討する

ると、活動

ョップの前

もらうこと

映すること

を把握して

の先生、あ

、また地域

識と経験を

果のある保

立案ワーク

ショップ
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スメント～

えたワーク

成するため

保全管理組

る必要があ

動できる事

前に有識者

とにより、

とができま

ておくこと

あるいは大

地域住民で協

有する方が

保全管理計

ク 

プ

保

～保全管理計

クショップ

めの保全管

組織に参画

あります。

事やメンバ

者（専門技

自分たち

ます。保全

とが重要で

大学の先生

協力して保

が多数存在

計画を立て

保全管理 

活動 

計画（案）

プを開催し

管理計画（案

画するメン

また、活動

バーの役割

技術者を含

の求めて

全管理組織

です。 

や民間企業

保全管理計

在。その方

てるために

修正ワ

ショッ

）作成） 

し、保全管理

案）を作成

バーがどの

動項目は平

や協力すべ

含む）を招

いる将来像

から相談が

業などには

計画を作成

方々のノウ

に有効。 

ワーク 

ップ 

理組織と

成します。

のような

平時と緊

べきこと

いた講習

像を的確

があった

は、地

成する

ウハウ

保全管理

協定 

の締結



事

 

項

１．点検 

２．管理 

３．多面的

４．防災活

 

３ ．７  

 

作成した

際に活動

活動を繰

す。 

 

☝ポイ
・保全管

き、よ

事前ワーク 

ショップ 

項目 

的機能の発揮

活動 

保全管理

た保全管理

動をしてみ

繰り返すこ

イント 
管理計画

より実効的

保全管

施設財

リスク

地域資

表３ 

①満水

②ため

①堤体

②斜樋

揮 ①ため

②魚類

③ため

④外来

⑤在来

⑥ため

①防災

②非か

③洪水

④ハザ

⑤地域

理活動（保全

理計画（案

ることで、

とで保全

 

（案）に基

的な活動計

管理活動 

財産調査 

ク評価 

資源評価 

保全管理

水時の堤体

め池の落水

体の草刈り

樋や承水路

め池周辺へ

類の放流 

め池を利用

来生物の駆

来動植物の

め池を利用

災訓練の実

かんがい期

水予想時の

ザードマッ

域住民に対

全管理計画

案）に基づ

、改めて実

全管理組織

基づく活動

計画の作成

立案ワーク

ショップ
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理計画の内容

内

体の孕み出し

水を行い、斜

 

路等の清掃 

への植栽 

した発電の

駆除 

保全活動の

した学校教

実施 

の貯水位の

事前放流の

プを活用し

対するため池

画（案）作

づき、ため

実施すべき

織として目

動を実践す

成が可能。

ク 

プ 

保

容（一部抜

内容（一部抜

しや漏水、巻

斜樋、底樋等

の実施 

の実施 

教育 

の低下 

の実施 

したワークシ

池の危険箇所

作成後）

め池の保全

き活動、不要

指すべき

することに

 

保全管理 

活動 

抜粋） 

抜粋） 

巻上げ機、ゲ

等の確認 

ショップの実

所の周知 

全管理活動

要な活動が

テーマがよ

より、新た

修正ワ

ショッ

ゲート等の確

実施 

を実施し

が明確にな

より明確に

たな課題に

ワーク 

ップ 

確認 

ます。実

なります。

になりま

に気づ

保全管理

協定 

の締結



事

 

３ ．８  

 

保全管理

施する主

よりよい

なお、計

し、体制

保全管理

管理活動

また、た

の適切な

保全管理

① 組織

・目的、

物品の管

 

② 保全

・アセス

全管理を

の発揮」、

 

③ ため

・ため池

程につい

す。 

☝ポイ
・保全管

・計画に

備に向

事前ワーク 

ショップ 

修正ワー

理活動の実

主体である

い計画作成

計画に加え

制整備に向

理組織の規

動に対する

ため池の管

な管理を行

理協定（案）

織規約 

構成員、避

管理等の内容

全管理計画書

スメント（リ

を行う上で必

、「防災活動

め池管理規程

池の管理上、

いては現在、

イント 
管理活動の

に加えて、

向けた調整

保全管

施設財

リスク

地域資

クショップ

実践を踏ま

保全管理

成に繋がり

えて、「組

けた調整

規約を作成

幅広い参加

管理規程を

行うことにつ

の作成に併

避難場所、情

容を定めた組

書 

リスク評価、

必要な事項を

動」の項目よ

程 

定めておく

国が検討し

の結果を踏

組織規約

整を実施。 

管理活動 

財産調査 

ク評価 

資源評価 

プ（協定締

まえ、保全

理組織の目

ます。 

組織規約」、

を行います

成すること

加を得やす

を作成する

つながりま

併せて作成す

情報連絡体制

組織規約を作

地域資源評

を保全管理計

より活動内容

くべき内容を

しているので

踏まえ、保

約や管理規

立案ワーク

ショップ
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締結に向け

全管理計画

指すべき

「管理規程

す。 

とで、保全

すくするこ

ることで、

ます。 

することが

制、役員、

作成します

評価、施設財

計画書に定

容を定める

を規定に記載

で、これを参

保全管理計

規程、保全

ク 

プ 

保

けた調整）

画（案）を

ため池の将

程」や「保

全管理組織

ことが期待

決壊によ

が望ましいも

総会規定、

。 

財産調査）の

定めます。「点

ことを想定

載します。な

参考に管理規

計画（案）

全管理協定

保全管理 

活動 

 

を修正しま

将来像を再

保全管理協

織を体系的

待されます

る災害発生

もの 

会計、保全

の結果を踏

点検」、「管理

定しています

なお、大規模

規程を作成す

を修正。 

（案）を作

修正ワ

ショッ

す。その際

再整理する

協定（案）」

的なものと

す。 

生を防止す

全管理計画の

まえ、ため

理」、「多面

す。 

模ため池の

することが

作成し、体

ワーク 

ップ 

際に、実

ることが

」を作成

し、保全

するため

の作成、

池の保

的機能

管理規

ができま

体制整

保全管理

協定 

の締結



事

 

３ ．９  

 

活動を継

者、活動

を明文化

理活動を

 

３ ．10 

 他の地

つながり

のように

思ってい

また、他

ります。

のため池

☝ポイ
・ため池

間で保

・保全管

施計画

事前ワーク 

ショップ 

保全管理

継続的に実

内容などを

化すること

を円滑に進

その他 

地域の保全

ます。他

に工夫して

いたことに

他の活動を

また、他の

池を保全し

イント 
池の保全管

保全管理協

管理協定に

画等を定め

保全管

施設財

リスク

地域資

理協定の締結

実施するた

を規定する

により、立

進めることが

全管理活動

の地域にお

行われて

対する新た

を見ること

の活動を見

ていく際の

管理を継続

協定を締結

には、管理

める。 

管理活動 

財産調査 

ク評価 

資源評価 

結 

ためには、

ることが必

立場や利害

ができます

動を見学す

おいて、ど

いるかを実

たな発見が

とにより、

見て意見交

の活力とな

続的に実施

結。 

理に当たっ

立案ワーク

ショップ
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保全管理

必要です。

害の異なる

す。 

ることも

どのような

実際に見聞

があるかも

改めて自

交換をする

なることが

施していく

っての協力

ク 

プ 

保

理協定によ

ため池の

る者によっ

地域にお

な体制で、

聞すること

もしれませ

自らのため

ることが刺

が期待され

ため、保全

力体制、連

保全管理 

活動 

よって、保全

維持保全

て行われ

 

ける保全管

どのよう

とにより、今

せん。 

め池の特徴

刺激となり

れます。 

全管理組織

絡責任者、

修正ワ

ショッ

全管理活動

に係る決ま

れるその後の

管理体制の

な計画を

今まで当た

に気づく

、帰ってか

織と市町村

、管理内容

ワーク 

ップ 

動の実施

まりごと

の保全管

の強化に

立て、ど

たり前と

ことがあ

から自ら

村との

容、実

保全管理

協定 

の締結

 



 

 ため池

り管理組

ります。

を改修し

こで、都道

術的なバ

門技術者

般技術者

図ります

 

第４章

☝ポイ
・保全管

技術支

・農村工

者を育

・都道府

池の管理は

組織だけで

また、従来

したくても

道府県や市

バックアッ

者の中核と

者”に区分さ

す。 

章 都道

イント 
管理組織が

支援体制を

工学研究所

育成。 

府県でも研

農業者が主

は、適切な

来の管理方

、技術的な

市町村によ

プを行い

なる“指導

され、２段

図

 

道府県、

が適正な管

を構築。 

所や水土里

研修を開催

主体となっ

な保全管理

方法だけで

な相談がで

よる支援体

ます。ため

導技術者”

段階にする

図10 外部

市町村の

管理を行う

里ネットで

催し、技術
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って行われ

理を行うた

では施設の

できなかっ

体制を整備

め池に関す

”と市町村

ることで県

部支援体制の

の体制整

うに当たり

で開催して

術を普及し

れています

ための技術

の異常を発

ったりする

備すること

する専門技

村や管理組

県内の専門

の構築（案）

整備 

、不足して
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４ ．１  指導技術者の育成 

農研機構農村工学研究所は、災害対策基本法に基づく指定公共機関と

して、全国の農業・農村に関する技術を集約し、その開発・普及・指導

の中核的な役割を担う機関です。ため池に関する専門技術者の育成につ

いては、農村工学研究所で開催されている、ため池の現状から防災・減

災対策に対する知識を得るとともに、地域の合意形成に関するワークシ

ョップを実際に行い、合意形成のための進め方を習得するための「専門

技術研修（農村防災・減災指導技術者）」を利用することが可能です。 

また、防災だけでなく災害にも対応できるよう、都道府県の水土里ネ

ットで開催している「災害復旧技術向上のための講習」を受けて知識を

高めることも考えられます。農村災害復旧専門技術者の認定を受けた者

を増やすことで、県の技術支援体制を整えることも重要です。 

図 11 指導技術者登録までの流れ 

図 12 指導技術者の研修内容（案）  

 

指導技術者 

指導技術者候補の選定 

推薦者：都道府県 

対象者：県、市町村、水土里ネット、土地改良区 等 

農工研での専門技術者研修に参加し、修了 

農村災害復旧専門技術者講習の受講、申請、登録 

指導技術者として登録  登録者：都道府県 

 農村災害復旧専門技術者 Yes No 

 

○技術者研修（農村防災・減災技術指導者）

【農工研】 

・ため池の現状と課題 

・地震や豪雨に対する防災・減災技術 

・防災・災害に関する情報の管理と活用 

・災害予測の技術 

・農村計画実習（ため池）    など 

指導技術者

○災害復旧技術向上のための講習 

【水土里ネット】 

・災害復旧事業の概要 

・応急工事について 

・被災写真の作成方法 

・災害復旧工法 

・被災状況と採択事例      など 
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４ ．２  一般技術者の育成 

農村工学研究所において、研修を受けることができる人数は限られる

ため、都道府県で研修を開催し、防災技術を普及することが重要です。

この場合、指導技術者を講師に一般技術者を育成し、農地防災専門技術

者チームの組織化に役立てます。なお、研修内容に対し講師が不足して

いる場合には、外部から有識者を呼び開催することも考えられます。 

図13 一般技術者登録までの流れ 

図14 一般技術者の研修内容（案） 

 

一般技術者

一般技術者として登録  登録者：都道府県 

一般技術者候補の選定 

推薦者：都道府県 

対象者：県、市町村、水土里ネット、土地改良区、コンサル、 各組織のOB 等を想定 

都道府県において指導技術者が講師として指導する専門技術者研修に参加し、修了 

農村災害復旧専門技術者講習の受講、申請、登録

 農村災害復旧専門技術者 Yes No 

 

一般技術者 

○農地防災専門技術者育成研修（一般）【都道府県】〈新規〉 

・ため池概論（行政研修資料）                

・管理技術（○○県点検マニュアル）  

・診断技術 

 概略判断（一斉点検要領、判定表） 

 危険度予測（簡易氾濫解析など）（農工研研修資料） 

・防災知識一般（農工研研修資料） 

・減災対策（減災マニュアル） 

・災害対応（水土里ネット研修資料） 

・ため池整備（設計指針等） 

・ワークショップ（農工研研修資料） 

・ため池の保全管理整備（保全管理マニュアル)              など
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４ ．３  農地防災専門技術者チームの設立 

都道府県では、指導技術者及び一般技術者により構成し、ため池の保

全管理組織へ技術的支援を行う農地防災専門技術者チームを設立しま

す。現在、都道府県では災害発生時の復旧工事を支援する災害協議会な

どが設立されていますが、これらの組織内にため池に関する技術支援を

行うチームを設けるなど、新たに組織を設立する必要はありません。 

 

４ ．４  保全管理活動への支援 

 都道府県で設立された農地防災専門技術者チームは、保全管理体制の整備活動時

には、保全管理組織が実施するワークショップなどに参画し、保全管理組織に助

言・指導を行います。また、保全管理計画（案）策定後の保全管理活動に参画し、

管理上のポイントや考え方を指導します。 

 
図15 体制整備活動時の支援活動の仕組み 
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図 17 ため池保全体制整備事業を活用した体制整備の例 
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６ ．２  事業実施要件等 

 ため池保全体制整備事業の事業実施要件などは次のとおりです。これらの要件を

満たすため池については、事業を活用した体制整備をご検討ください。 

 

 

６ ．３  事業の補助対象 

 本事業の主な補助対象として次のものがありますので、地域の状況に合わせて活

用してください。なお、確認したい事項がありましたら、近くの地方農政局（北海

道は北海道庁、沖縄県は沖縄総合事務局）へご相談ください。 

 

【受益面積要件】 

・事業を実施するため池の受益面積がおおむね５ha（中山間地域においては受益面積おお

むね２ha）以上。 

 

【総事業費要件】 

・総事業費の合計がおおむね800万円以上。 

 

【その他要件】 

・ため池整備工事の新設又は変更の事業を１箇所以上実施すること。 

・ため池保全構想がため池整備事業の完了までに策定されることが見込まれること。 

 

【事業実施主体】 

・都道府県、市町村、土地改良区、農業協同組合、都道府県知事が適当と認めるもの。 

 

【事業実施期間】 

・おおむね５年間又はため池整備事業の完了までのいずれか短い期間。 

ため池保全体制整備事業の主な補助対象 

・ため池保全協議会設立総会の開催 

・決壊被害想定の検討（例：簡易氾濫解析の実施） 

・防災訓練の実施 

・クリーンアップイベント等、地域住民を交えた草刈り、施設点検、池干し等 

・外来生物の駆除活動 

・イベントの参加を呼びかけるためのパンフレットの作成 

・先進地への事例調査 

・ワークショップの開催 

・専門技術者の管理組織への派遣 
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６ ．４  実施事例 

 本事業の実施事例を紹介します。今後取り組む際の参考にしてください。 

【椎谷池地区（兵庫県豊岡市）】 

○目 的 

 三宅地区では椎谷池を「三宅地区の財産」としてとらえ、ため池改修を契機に、①農業用水の利水②生活にゆとりと

潤いをもたらす③地域の人々のこころを結びつなぐため池として、管理・運営していくと共に、④遊び心も考慮し地域

活性化を図ることを目的に、協議会である「椎谷ため池たちばな会」が設立され、保全構想を策定した。 

○概 要 

事業名   ため池等整備事業(一般)(保全体制整備事業）  

地区名   椎谷池地区 

関係市町村 兵庫県豊岡市 

事業工期  平成17 年度～平成19 年度 

受益面積  ７ha 

主要工事  ため池改修 1 カ所、保全体制整備 

事業主体  兵庫県 

事業の概要 

  
・堤体断面不足、パイピングによる漏水等により、破堤の危険にさらされていた。 

・整備を行う椎谷池周辺には、サンショウモ等の希少種が生息していた。 

・高齢化等による維持管理活動の維持が困難となることが懸念されており、地域ぐるみで保全体制の整備が必要だった。

 

サンショウモ

 

スブタ 

 

オオミズゴケ 

整備前の状況 

○堤体の全面改修により洪水被害を未然に防止。 

○地域住民にため池に対する関心を持ってもらい、ため池の自然環境を守るため、地域ぐる

みでため池の維持管理を行う体制を整備。 

○コウノトリが舞うため池を目指して、池下流にコウノトリの巣塔を設置したり、地域の交

流広場となるようにさくらの木を植樹したりするなどの活動が続いている。また、地域の小

学校と連携し、ホタルの幼虫を自然放流するなど地域ぐるみの活動が展開されている。 

ホタルが舞うため池を目指し

て、地元小学校と連携！ 

協議会が中心となり巣塔を設置。

1ヶ月後には、コウノトリがとま

りました！ 

整備後の状況 
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 保全管理体制整備の取組に対応する様式は以下の表のとおりです。 

表４ 保全管理体制整備の取組内容とその対応様式 

保全管理体制整備の取組内容 

対応する様式 
取組内容 実施者 

第２章 基本事項   

 ２．２  

ため池の管理区分の検討 

都道府県 ７．１  

ため池の管理区分と整備の目安 

２．３  

保全管理方針の策定 

都道府県 ７．２ ため池保全管理方針（案） 

（参考）ため池保全管理指針（案） 

２．４ 保全構想の策定 市町村 ７．３ ため池保全構想（案） 

第３章  

保全管理組織の体制整備 

  

 ３．３ 施設財産調査 市町村、 

保全管理組織 

７．４ 施設財産調査結果 

３．４ リスク評価 市町村、 

保全管理組織 

７．５ リスク評価書 

３．５ 地域資源評価 市町村、 

保全管理組織 

７．６  

ため池の多面的機能チェックシート 

７．７ 地域資源評価書 

３．６  

立案ワークショップ 

保全管理組織 ７．８ 保全管理計画書 

 ３．８  

修正ワークショップ 

保全管理組織 ７．９ ○○保全管理組織規約（案） 

市町村、 

保全管理組織 

７．10  

ため池の保全管理に関する協定書（案） 

 

  

第７章 各種様式 
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７ ．１  ため池の管理区分と整備の目安 

 

 

  

管理区分 対象要件 対象箇所数

○：書類の作成又は条件整備が必要　　△：下段の要件を満たす場合、書類の作成又は条件整備が必要

－：書類の作成等は管理組織の判断による

※１　整備工事を実施する場合

※２　多面的機能支払交付金に取り組む場合

※３　整備工事を実施する又はため池保全体制整備事業に取り組む場合

※４　多面的機能支払交付金又はため池保全体制整備事業に取り組む場合

※５　○○に取り組む場合

（注）列「その他」は必要に応じて列を追加すること。

（注）※５以降は必要に応じて追記すること。

ため池の管理区分 組織
規約

管理
規程

情報
連絡
体制

ため池の管理区分と整備の目安

都道府県名：

人員
確保

所有権
情報

その他
（　　）

ハザード
マップ

保全
管理
計画
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７ ．２  ため池保全管理方針（案） 
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41 
 

７ ．３  ため池保全構想（案） 
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７ ．４  施設財産調査結果 

 

 

  

組織名：

１．対象ため池及び施設管理者

ため池名 施設管理者名

２．所有権の確認

番地 面積（ｍ2） 登記者 登記期日 確認書類 現在の管理者 登記との一致

※必要に応じて行を追加すること。

３．今後の対応（全体方針）

今後、ため池を保全管理していく上で、あるべき所有権の姿及びそれに向けた今後の対応を記入する。

施設財産調査結果

登記簿・公図等の記載情報 所有権の確認結果

登記者との関係 所有権処理状況

堤体敷

池敷

その他
（洪水吐）
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７ ．５  リスク評価書 

 

組織名：

１．対象ため池

名称

２．判定表による評価

３．現地調査による整備の優先度

堤体の損傷や付帯施設の劣化状況等を現地にて確認し、整備の優先度を記入する。

４．簡易氾濫解析による評価

実施した場合は解析結果（浸水範囲）の図を添付すること。

５．その他　地域で留意すべき事項

６．危険箇所及び対策

６．１　ため池及び付帯施設

施設名 危険箇所

堤体

洪水吐

取水施設

水路

その他

６．２　下流

施設名 危険箇所

人家

道路

農地

公共施設

その他

６．３　リスクを踏まえた総合的な対策

危険理由 対策

□早急な整備が望まれる

□整備の緊急性は低い □整備の緊急性は低い

危険理由 対策

リスク評価書

豪雨

□緊急整備の優先度が高い

地震

□緊急整備の優先度が高い

□早急な整備が望まれる
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７ ．６  ため池の多面的機能チェックシート 
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７ ．７  地域資源評価書 

 

組織名：

１．対象ため池

名称

２．確認された多面的機能のうち、維持していく機能

３．今後、向上又は新たに発揮させていく多面的機能

４．２、３で評価した多面的機能を維持・向上するために実施する活動

□その他

□その他

地域資源評価書

□文化伝承

□自由記載（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□水産 □発電 □水質保全 □生態系保全

□水産 □発電 □水質保全 □生態系保全

□景観形成□洪水調整機能 □防火用水

□自由記載（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□親水空間 □レクリエーション □コミュニティ形成 □学習教育

□防火用水 □景観形成 □文化伝承

□親水空間 □レクリエーション □コミュニティ形成 □学習教育

□洪水調整機能
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７ ．８  保全管理計画書 

 

１．保全管理計画期間 ～

２．保全管理を行うため池
名称 所在地

名称 所在地

３．保全管理活動の計画

（注１）

（注２）

（注３）

①

保全管理計画書

保全管理を行うため池で、実施する保全管理活動について「活動内容」欄の□にチェックを入れるか、塗りつぶすこと。また、「実施時期」欄に実施時期を記入する。

★の活動内容については、活動を実施する対象施設がない等の理由がない限り、必ず実施すること。

この活動項目においては、必ず１項目は「活動内容」欄の□にチェックを入れるか、塗りつぶすこと。また、「実施時期」欄に実施時期を記入すること。

□地域住民に対してため池の危険箇所を周知する。 毎年　　　　回（　月、　月、　月）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

毎年　　　月　～　　　月

□洪水予想時の事前放流を実施する。

□防火用水として利用可能な体制を整備する。

□ハザードマップを活用したワークショップを実施する。 毎年　　　　回（　月、　月、　月）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

④防災活動（注3）

□防災訓練を実施する。 毎年　　　　回（　月、　月、　月）

□非かんがい期の貯水位を　　　ｍ低下させる。 毎年　　　月　～　　　月

□ため池の洪水調整容量を　　　ｍ3確保する。

□ため池を学校教育へ利用する。 毎年　月

□自然学習活動を実施する。 毎年　月

□博物館と連携して生涯学習を実施する。 毎年　月

□動植物保護のためのモニタリング調査を実施する。 毎年　　　　回（　月、　月、　月）

□在来動植物（貴重種含む）の保全活動を実施する。 毎年　　　　回（　月、　月、　月）

□築造にまつわる言い伝え等を継承する活動を実施する。 毎年　月

毎年　　　　回（　月、　月、　月）

□ため池を利用した発電を実施する。

□自然公園などへの指定に向けた活動を実施する。 毎年　月

□外来生物の駆除を実施する。 毎年　月
③多面的機能の発揮（注3）

□ため池周辺への植栽を実施する。 毎年　月

□魚類（　　　種）の放流を実施する。 毎年　月

□　　　の養殖を実施する。

□　　　の栽培を実施する。

□池干し時にため池の栄養分を海に送るための放流を実施する。

★洪水吐の清掃を実施する。 毎年　月

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②管理（注2）

★堤体の草刈りを実施する。 毎年　　　　回（　月、　月、　月）

★巻上げ機、ゲート、斜樋への潤滑油の注油や掃除等を実施する。 毎年　　　　回（　月、　月、　月）

★承水路の清掃を実施する。 毎年　月

①点検（注2）

★満水時の堤体の孕み出しや漏水などを確認する。 毎年　　　　回（　月、　月、　月）

★巻上げ機、ゲート、斜樋の蓋等を確認する。 毎年　　　　回（　月、　月、　月）

□ため池上流の山林の状況を確認する。 毎年　月

□ため池の落水による洪水吐や斜樋、底樋等の点検を実施する。 毎年　月

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

所在地

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

活動項目 活動内容（注1） 実施時期（注1）

②

名称
代表者
氏名
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（別紙）
○○ため池図面

組織名：
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７ ．９  ○○保全管理組織規約（案） 
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(別紙１）

１．代表

２．役員

３．構成員
　　（１）　○○集落

①　農業者

②　農業者以外

　　（２）　○○集落
①　農業者

②　農業者以外

　　　　
　　（３）　団体

注１： 「農業者」とは、協定に位置付けられているため池の水を利用して耕作又は養畜の業務を営む農業者又は団体。

注２： 団体においては、保全管理組織の構成員となる者は代表者とする。

備考

　以下３．の構成員は、○○保全管理組織へ参加するとともに、保全管理組織の代表、役員を下記１．２．のとおり定める。

役職名 氏名

住所 備考

備考住所

役職名 氏名 住所

役職名 氏名 住所

役職名 氏名 住所

役職名 氏名 住所

住所氏名

○○保全管理組織構成員一覧

役職名 氏名

平成　年　月　日

備考

備考

団体名

備考
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(別紙２）

１．緊急時の避難場所等

Ｎｏ

２．情報連絡体制
　○○保全管理組織の管理するため池において異常事態が発生した場合の情報連絡体制は次のとおりとする。

ため池名称

1

2

水防倉庫・水防道具の保管場所

電話番号

平成　年　月　日現在

○○保全管理組織　避難場所等及び情報連絡体制

名称

電話番号

名称

緊急避難場所

　○○保全管理組織の管理するため池の緊急時における避難場所及び水防倉庫・水防道具保管場所は次のとおりとする。

異常を発見した人

○○保全管理組織

（連絡責任者）

氏名：○○ ○○
TEL:△△△△－△△－△△△△

□□町役場

□□課

（連絡責任者）

氏名：○○ ○○
TEL:△△△△－△△－△△△△

□□県□□事務所

□□課
TEL:△△△△－△△－△△△△

□□消防署
TEL:△△△△－△△－△△△△

□□警察署
TEL:△△△△－△△－△△△△

組織構成員

（個人・団体）

地域住民
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７ ．10 ため池の保全管理に関する協定書（案） 
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○ ため池管理マニュアル 

 

○ ため池の保全・管理活動事例集 

 

○ ため池の安全対策事例集 

 

○ ため池ハザードマップ作成の手引き 

 

○農業水利施設減災管理手引き 

 

○農業水利施設減災管理手順書【ため池】 

 

 

 

参考 活用可能な資料の紹介 



農林水産省 農村振興局 整備部 防災課

東北農政局 整備部 防災課

関東農政局 整備部 防災課

北陸農政局 整備部 防災課

東海農政局 整備部 防災課

近畿農政局 整備部 防災課

中国四国農政局 整備部 防災課

九州農政局 整備部 防災課

沖縄総合事務局 土地改良課

ため池の保全管理体制整備の手引き

平成26年７月

03-6744-2210

022-263-1111

048-600-0600

076-263-2161

052-201-7271

075-451-9161

086-224-4511

096-211-9111

098-866-0031

【お問い合わせ窓口】
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